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第十条 

１ 日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して

発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は

手数料を課さないで、有効なものとして承認する。 

２ 合衆国軍隊及び軍属用の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又

は個別の記号を付けていなければならない。 

３ 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適

用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければな

らない。 

 

 

 


